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横浜市政記者、横浜ラジオ・テレビ記者各位  
 
 
 

～市内の児童相談所が４か所に～ 

６月 25 日新しい中央児童相談所が開設・ 

青少年相談センターが移転します 
平成 19 年 6 月 19 日（火）午後 1 時３０分から 5 階多目的ホールで、地域の方々や、

児童福祉・青少年関係団体等を招いて開所記念式典及び内覧会を開催します。 

ぜひ取材いただきますようご案内いたします。（取材の際は受付にお越しください。）

 

横浜市では、近年増加している児童虐待などの問題解決を迅速に行うため、６月 25 日

（月）、南区浦舟町に新しい中央児童相談所を開設します。 

同じ建物内には青少年相談センターが中区から移転・併設します。 

なお、保土ケ谷区川辺町にある現在の中央児童相談所は「西部児童相談所」になり、 

一部担当区域が変更となります。 
 

○施設概要 

 住  所：南区浦舟町３－４４－２ 

 規模等：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上５階建 

延床面積 4,476.47 ㎡ 

（児童相談所：2,112 ㎡ 青少年相談センター：294 ㎡ 共用部分：2,070 ㎡） 

５階  多目的ホール  
４階  青少年相談センター（受付・事務室、相談室、フリースペース等） 

児童相談所（プレイルーム等） 会議室  
３階  児童相談所（受付、相談室、援助方針会議室等 総合事務室）  
２階  一時保護所（自立支援部門、幼児）  
１階  一時保護所（学童）  

 

○施設の特徴・効果 

・児童相談所が４か所体制に 

現在の３か所体制から４か所体制へ移行することにより、きめ細かな相談への対応や

児童虐待への迅速な取り組みが強化されます。また区福祉保健センターや警察等、関係

機関との連携が密接となり、児童虐待の早期発見・早期対応が図られます。 

・児童相談所と青少年相談センターの併設 

  両施設が併設されることにより、さらに連携を強化し、幼児・児童期から青少年期に

至る、これまで以上の連続した支援を行うことが可能となります。 

・５６名の一時保護所を併設 

一時保護所（定員５６名）の中に、新たに自立支援部門（定員１４名）を設けます。 

 

○６月２５日からの児童相談所の体制 

名   称 電 話 番 号 担 当 区 

中央児童相談所（新設） 
℡２６０－６５１０

（6 月 25 日から）
神奈川、鶴見、中、西、南 

西部児童相談所 （ 現  中 央 児 童 相 談 所 ） ℡３３１－５４７１ 旭、泉、瀬谷、保土ケ谷 

南部児童相談所 ℡８３１－４７３５ 磯子、金沢、港南、栄、戸塚

北部児童相談所 ℡９４８－２４４１ 青葉、港北、都筑、緑 

○青少年相談センターの新しい連絡先：℡２６０－６６１５ 



＜参考＞ 
■ 横浜市児童相談所の所管区域変更について 

 

現   在          平成 19 年６月 25 日以降 
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子どもたちの健やかな成長と幸せを図るため、児童福祉法に基づいて設けられた専門の

相談機関です。児童相談所の主な機能は以下のとおりです。 

・児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。  

・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、 教育学的、社会学的 

及び精神保健上の判定を行うこと。  

・児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。  

・児童の一時保護を行うこと。  

 

 

 

 

 社会的ひきこもりや不登校など、青少年が抱えているさまざまな問題について、電話相

談や来所相談、そのほか、グループ活動や家族勉強会などの活動を通じ、青少年や家族の

方々のサポートをしています。 

 

青少年相談センター  

児童相談所  

■案内図  

 

<交通案内> 

阪東橋下車徒歩５分 

または 

黄金町下車徒歩 10 分 

 

※駐車スペースが 

あ り ま せ ん の で

公共交通機関を 

ご利用下さい。 


